
１．安全管理者選任時講習について

２．受講対象者

 令和６年６月１１日（火）　～　６月１２日（水）
１日目：

２日目：

４．講習科目

５．講習科目の受講の一部免除

６．定員 （定員になり次第締切ります）

７．受講料・テキスト代（消費税込み）

※テキスト代は変更となる場合があります。

８．受講申込方法
(1)

(2) 受講者には講習日の約１ヶ月前より受講票及び関係資料を送付します。
   (※受講料の請求書が必要な方には、請求書を同封します。申込書に希望の有無欄あり。)

(3) 受講申込締切日及び受講料納入期限は とします。
(4) 受講申込締切日以降のキャンセルの場合は、原則として受講料の返還はいたしません。
(5) 不明な点等につきましては、下記の「申込先｣へ問い合せください

●【申込先】 〒010-0921 秋田市大町３丁目２－４４
   一般社団法人 秋田県労働基準協会
   TEL 018-862-3362 ・ FAX 018-862-3729

●【振込先】　秋田銀行 大町支店 (普)９６７５７５
　 一般社団法人 秋田県労働基準協会

専務理事  町田　良則 (マチダ　ヨシノリ)

｢受講申込書｣に所要事項を記載し、申し込み前６ヶ月以内に撮影した証明写真
1枚(背景がないもの)を貼付のうえ、郵送、メールまたは持参により申し込みくださ

令和6年6月4日(火)

　　※振込は関係資料の送付後に行って頂きますようお願いいたします。 以上

受 講 料(税込み)
テキスト代(税込み)
合　計　（税込み）

(1) 安全管理(3H)

(2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(3H)

(3) 安全教育(1.5H)

(4) 関係法令(1.5H)

非会員

９時００分～１６時２０分

９時００分～１２時１０分

【 安全管理者選任時研修】
<   実  施  要  領   >

　安全管理者の選任に当たっては、学歴と実務経験に加え、厚生労働大臣が定める「安全管理
者選任時研修」を受けた者の中から（平成１８年１０月１日施行）選任が義務付けられておりま
す。（労働基準監督署の「安全管理者選任報告書」届出時に、この研修の修了証の写しを添付することと
なります。）

[ 日 時 ]
会場： 協働大町ビル

免除なし（通常受講）
会員 非会員

８０名

 ( 所在地: 秋田市大町３丁目２-４４ )

会員

（ 8時55分から開講オリエンテーションを行います。）

１，６５０円
１６，１６４円

１４，５１４円 ２０，０１４円
１，６５０円

２１，６６４円

テキスト代(税込み)
合　計　（税込み）

免除①
会員 非会員

９，６７４円 １３，３４０円受 講 料(税込み)
１，６５０円 １，６５０円

１１，３２４円 １４，９９０円

免除①及び免除②
会員 非会員

８，９０５円 ４，０６８円 ４，９８５円

２，４１８円
１，６５０円

３，３３５円
１，６５０円

７，２５５円 １０，００５円
１，６５０円

１１，６５５円
１，６５０円

免除②

(一社)秋田県労働基準協会

※受講申込書に上記研修の「修了証」の写しを添付して下さい。

免除①

免除②

･リスクアセスメント担当者(製造業等)研修修了者
･労働安全衛生マネジメントシステム担当者研修修了者

講習科目 (２)

講習科目 (１),(３)
･職長等教育講師養成講座修了者
･職長･安全衛生責任者教育講師養成講座受講者修了者
・安全管理者能力向上教育(初任時)修了者

受講の免除を受けることができる者 免除される科目

下記に該当する方は、当該科目の受講が免除となります。

３．日時及び会場

(１) 平成１８年１０月１日において安全管理者としての経験年数が２年未満の方。
(２) 新たに安全管理者に選任される予定の方。


